俗にいう「失業保険」とは、雇用保険がかかっていた人が失業した場合に支給されます。

※雇用保険法上、名称は一般被保険者に関わるものを「基本手当」といい。同じ様に高年齢継続被保険者に関わるものを「高年齢求職者給付金」、短期雇用特例被保険者に関わるものを「特例一時金」、日雇被保険者に関わるものを「日雇労働求職者給付金」といいます。

　　　　　　　　　　

ここで「失業」の定義をご紹介したいと思います。

「失業」とは、「雇用保険の被保険者が離職し、労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること。」

· 「労働の能力」とは、自己の労働力を提供して就職しようという積極的な意思をいうが、無条件な労働の意思ではなく、自己の労働力にふさわしい一定の労働条件のもとに労働しようとする意思である。

※　「労働の能力」とは、雇用労働に従事し、その対価を得て自己の生活に資し得る精神的、肉体的及び環境上の能力をいう。
※　「職業に就く」とは、雇用関係に入るものは勿論、請負、委任により常時労務を提供する地位にある場合、自営業を開始した場合等をいい、現実に収入の有無を問わない。
基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金は、受給資格者等が当該基本手当等の受給資格に係る離職後、最初に公共職業安定所に求職申込みをした日以後において、「失業している日」が通算して７日に満たない間は、支給されません。ご注意下さい。
